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第１０期高齢者福祉・介護保険事業計画策定及び

令和７年度介護予防実態把握調査補助業務委託 仕様書

１ 業務名

第１０期高齢者福祉・介護保険事業計画策定及び令和７年度介護予防実態

把握調査補助業務委託

２ 業務の概要

老人福祉法第２０条の８及び介護保険法第１１７条第１項に基づき定める

長久手市高齢者福祉・介護保険事業計画（以下「計画」という。）について、

令和９年度からの３か年を期間とする長久手市第１０期高齢者福祉・介護保

険事業計画（以下「第１０期計画」という。）の策定の補助を行うとともに、

策定にかかるアンケート調査に基本チェックリストの項目を含めることで、

介護保険法第１１５条の４５第２項に基づく一般介護予防事業における介護

予防把握事業を一体的に実施する。

３ 業務の目的

市の高齢者の状況及び市が取り組むべき課題を専門的知見に基づき的確に

把握し、その解決に向けた実行性のある計画を策定することを目的とする。

また、介護予防把握事業により把握した潜在的ハイリスク者に対し、早期に

適切なフィードバックを行うことにより、短期集中予防サービスを含めた介

護予防活動へつなげることを目的とする。

４ 長久手市の現状

・総人口は今後も増加する中、高齢者人口も増加し、２０４０年までの１５

年間で、６５歳以上の高齢者人口が２倍近くになることが見込まれてい

る。それに伴い、医療ニーズは１．５倍、介護ニーズは２倍以上に急増す

ることが見込まれている。

・高齢者単身世帯の割合は、全国や愛知県と比べてやや低い。

・重度の認定率は、全国や愛知県よりもやや低い水準。

・要支援認定者の約１８％は、サービス利用をしていない。

・在宅・居住系サービス利用者割合は、全国や愛知県と比べて高い水準であ

り、中重度になっても在宅で生活ができている人が多い可能性がある。

・第１号被保険者１人あたり給付月額（性年齢調整済み）は、全国や愛知県

と比べて施設系サービスの給付額がやや少ない。

・全国や愛知県と比べて、介護老人福祉施設や介護老人保健施設、通所リハ
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ビリテーションの給付が少なく、訪問介護や訪問看護の給付が多い。

５ 第１０期計画の方向性

⑴ 高齢者が要介護状態にならないよう、介護予防に重点を置いた施策を展

開する必要があり、事業対象者、要支援１・２になっても、できなくなっ

たことを取り戻し、元の生活を送れるようになることを目標に掲げ、各事

業が連動した施策展開を行っていく必要がある。

⑵ 急速に高齢化が進む中、今後の高齢者人口（介護需要）の見込みに基づ

いたサービス供給体制及び地域包括支援センターの整備について、方針を

定める必要がある。

⑶ 介護及び医療データ等具体的なデータの収集・分析を行い、データに基

づく効果測定を行い、ＰＤＣＡサイクルを回す必要がある。

６ 履行期間

契約日の翌日から令和９年３月２６日まで

なお、各年度において指定した業務が完了したときは、その旨及び成果物

の引渡しを発注者に通知することとし、令和７年度指定業務については令和

８年３月２６日までに完了すること。

７ 令和７年度の業務内容

⑴ 計画策定補助業務

ア 基礎的な地域データ及び資料の整理分析

高齢者福祉・介護保険に関する国や県の施策動向、市における地域福

祉資源の整備状況、高齢者の現状及びサービス利用状況等について、整

理・分析を行う。

イ アンケート調査票の作成支援、印刷及び発送

策定の基礎資料とするため、国の推奨する以下の３つのアンケート調

査を行う。

(ｱ) 調査概要

区 分
①介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査

②在宅介護実態調査
③在宅生活改善

調査

対象者
要介護１～５以外の
７５歳以上の高齢者

（全数）

在宅の
要支援者
（全数）

在宅の
要介護者
（全数）

ケアマネジャー

配布数 約 4,800 名 約 550 名 約 1,300 名 約 40 名
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※必要に応じて、これら以外の調査の実施についても実施検討する。

※予想回答率と実際の回答率が異なった場合、原則、契約金額の変更

は行わない。

(ｲ) 調査票作成

調査票及び調査項目は、今後国から示される手引き等を参考に作成

し、市に必要な独自設問や効率的・効果的な調査の実施等に係る助

言、提案等を行う。なお、区分①「介護予防・日常生活圏域ニーズ調

査」については、介護予防実態把握調査にかかる基本チェックリスト

の項目を網羅すること。

(ｳ) 調査票の発送等

① 調査票等関連印刷物及び発送用封筒を印刷し、封入封緘して発注

者に納品する。

② 宛名ラベルの作成及び貼付は受注者が行う。

③ 調査票の送付に係る郵送費は発注者が負担する。

④ 調査票の返送に係る郵送費は受注者が負担する。

ウ 調査結果の分析及び調査報告書作成

(ｱ) アンケート調査のデータ収集、単純集計、クロス集計、自由回答の

取りまとめ及び分析を行う。

(ｲ) 発注者と協議のうえ、高齢者福祉における今後の市の施策形成につ

ながるよう集計を行い、報告書を作成する。

(ｳ) 調査結果を地域包括ケア「見える化」システムに登録可能な形式に

加工する（登録は発注者が行う。）。

エ 計画策定に係る協議会等運営支援

計画策定に向けて開催する協議会で使用する会議資料の作成支援等を

行う。令和７年度は２回開催予定。

予想回答率 約 70％ 約 70％ 約 35％ 100％

備 考
介護予防実態把握調
査と一体的に実施

約 500名は
①と重複

調査方法
郵送による配布・回収

（WEB による回収の提案も可）
WEB による
配布・回収

【参考】前回調
査票の頁数

16頁
①を含めて
20 頁

20 頁 －
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⑵ 介護予防実態把握調査補助業務

ア アンケート調査票の作成支援

(ｱ) 令和８年度以降、介護予防・日常生活圏域ニーズ調査とは別に介護

予防実態把握調査を毎年度単独で実施することを想定し、質問項目を

検討すること。

(ｲ) 各個人の経年変化をフィードバックすることができる質問項目を検

討すること。

イ 調査結果の分析並びに個人結果通知票及び資源情報提供資料の作成

(ｱ) アンケート調査結果の集計をし、該当項目数を表示する等、回答者

の要介護状態になるリスクの高さを発注者が確認することができる形

で報告する。

(ｲ) 回答データを基に、生活機能全般、運動機能、栄養状態、口腔機

能、閉じこもり、認知症、うつ、その他の各項目について、回答者の

状態を評価した個人結果通知票を作成する。通知票の内容や表示項目

については、発注者と協議のうえ決定するが、グラフ等を用いて回答

者に分かりやすい内容になるよう努めること。

(ｳ) 各項目のリスクに応じた市の資源について、回答者に分かりやすく

情報提供することができる資源情報提供資料を発注者と協議のうえ作

成する。

ウ 個人結果通知票等の印刷・封入封緘

(ｱ) 個人結果通知票、資源情報提供資料及び発送用封筒を印刷し、封入

封緘して発注者に納品する。

(ｲ) 宛名ラベルの作成及び貼付は受注者が行う。

(ｳ) 送付に係る郵送費は発注者が負担する。

８ 令和８年度の業務内容

⑴ 現状と課題の整理・分析

アンケート調査の集計結果、発注者が実施する市内介護事業者等関係

者へのヒアリング結果及び現行の長久手市第９期高齢者福祉・介護保険

事業計画（以下「第９期計画」という。）の取組を整理したうえで、市の

高齢者施策における現状を分析し、その内容に基づき市の課題を抽出す

る。

⑵ 施策等の立案支援

上記⑴で抽出された課題に対し、その解決に向けた市の施策展開につい

て、専門的知見に基づく助言、提案等を行う。その際、国の示す点検ツー
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ル（例えば「効果的な施策を展開するための考え方の点検ツール」など）

を活用する等、国の指針に基づいた効果的な支援を行うこと。

⑶ 計画骨子案の作成

市の現状及び課題に基づき、計画骨子案（計画の方向性・概要を示すも

の）をとりまとめる。

⑷ 保険料額推計及び介護サービス等必要見込み量の算出

ア 地域包括ケア「見える化」システム等を活用し、保険料額の推計及介

護サービス等必要見込み量の算出を行う。

イ 保険料段階、料率の設定については、各所得段階の上昇率や負担の公

平感に配慮した複数のシミュレーションを行い提示する。

ウ 算出については、各サービス種別ごとに中長期的な視点においても算

出し、今後市に必要なサービス供給体制整備等の検討に繋げること。

⑸ パブリックコメントの実施支援

計画案に関して発注者が実施する住民向けパブリックコメントについ

て、意見に対する対応策の助言等を行う。

⑹ 計画策定に係る協議会等運営支援

計画策定に向けて開催する協議会で使用する会議資料の作成支援等を行

う。令和８年度は４回開催予定。

⑺ 計画書の作成

図や表等を用い、見やすくわかりやすいものとなるよう工夫して、計画

書を作成する。納期は、令和９年３月中旬とする。

９ 各年度の業務内容に関する補足

⑴ 各年度の業務内容は令和７年５月時点のものであり、変更が生じる場合

がある。今後国から示される最新の計画策定指針に基づき、発注者と協議

のうえ業務を遂行すること。

⑵ 昨今の介護保険制度の動向、社会保障審議会介護保険部会の議論、保険

者機能強化推進交付金及び介護保険保険者努力支援交付金の評価指標並び

に介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン等を踏まえ、計画に盛

り込むなど、国の指針に基づいた業務を遂行すること。

⑶ 現行の第９期計画を踏まえ業務を遂行すること。
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⑷ 本仕様書に記載した各年度の業務内容以外に行うべき業務がある場合、

予算の範囲内で企画提案者から提案することができるものとする。

10 成果品

⑴ 令和７年度

ア 計画策定補助業務

(ｱ) 調査票等関連印刷物（封入封緘物） 一式

(ｲ) 業務報告書（電子データ） 一式

(ｳ) 調査集計結果（電子データ） 一式

(ｴ) 地域包括ケア「見える化」システムデータ送信用csv形式ファイル

イ 介護予防実態把握調査補助業務

(ｱ) 調査集計結果（電子データ） 一式

(ｲ) 個人結果通知票及び資源情報提供資料（封入封緘物） 一式

(ｳ) 個人結果通知票及び資源情報提供資料（電子データ） 一式

⑵ 令和８年度

ア 計画書（Ａ４判製本１５０頁程度 表紙カラー・中面２色）

電子データ 一式

イ 計画概要版（Ａ４版８頁程度）

電子データ 一式

11 費用の支払

年度毎に、受注者が成果品及び関係資料等を整えた後に部分完了届を提出し、

発注者が検査を行うものとし、検査に合格した時は、各年度の契約代金を受注

者からの請求により支払うものとする。

12 進行管理等

⑴ 契約締結後、速やかに発注者と打合せを行い、受注者は作業内容を明確に

した作業計画書及びその他必要な書類を提出し、承認を得ること。

⑵ 業務の進行管理に当たっては､毎月１回以上、発注者と確認を行うものと

し、業務執行に当たっては、必要に応じて発注者と協議しながら進めるもの

とする。

13 その他

⑴ 当該業務の企画、準備、運営に関する費用は、全て受注者の負担とする。

⑵ 当該業務の遂行に当たっては、個人情報の保護に関する法律（平成１５年

法律第５７号）、個人情報保護に関する法律施行令（平成１５年政令第５０
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７号）、個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情報保護委

員会規則第３号）及び長久手市個人情報保護法施行条例（令和４年長久手市

条例第２４号）の規定に基づき、適正な個人情報の取扱いを行うこと。また、

長久手市情報セキュリティポリシー等遵守に関する条項を遵守すること。

⑶ 当該業務において得られた情報は、発注者に属するものとし、受注者は、

知り得た事項一切に対して守秘義務を負うものとする。

⑷ 当該業務の成果品に係る権利は発注者に属するものとし、作成データを他

の用途のために利用すること及び第三者へ提供することは禁止する。

⑸ 当該業務の実施に当たり、本仕様に明示のない事項や、不明な点について

は、必要の都度、発注者と協議の上決定する。

⑹ 業務完了後、受注者の責に帰すべき理由による成果物の不良箇所が発見さ

れた時は、担当課が必要と認める訂正、補正、その他必要な措置を行うもの

とし、これに対する経費は受注者の負担とする。


